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問
市
内
中
小
事
業
者
を
対

象
に
し
た
事
業
承
継
実
態

調
査
に
よ
る
と
、
今
後
何

ら
か
の
対
策
を
と
ら
な
い

と
、
34
・
５
％
の
事
業
者

が
廃
業
す
る
と
言
わ
れ
て

い
る
。
市
の
対
応
が
必
要

で
は
な
い
か
。

答
実
態
の
把
握
と
課
題
の

整
理
に
努
め
た
い
。

問
高
齢
者
に
よ
る
交
通
事

故
の
防
止
対
策
と
免
許
返

納
し
や
す
い
環
境
づ
く
り

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
高

齢
免
許
保
有
者
の
実
態
調

査
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

答
関
係
機
関
と
連
携
し
な

が
ら
、
返
納
さ
れ
な
い
理

由
の
調
査
に
つ
い
て
検
討

し
た
い
。

問
市
長
２
期
８
年
間
の
海

外
出
張
の
回
数
、
日
数
、

費
用
は
ど
う
か

答
回
数
は
31
回
、
日
数
は

１
９
３
日
、
費
用
の
総
額

は
約
３
７
８
９
万
円
で
あ

る
。

問
市
長
の
海
外
出
張
に
つ

い
て
、
市
民
か
ら
の
批
判

の
声
を
よ
く
聞
く
が
、
市

長
に
は
届
い
て
い
る
の
か
。

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て

い
る
の
か
。

答
一
人
二
人
の
方
か
ら
多

過
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と

聞
い
て
い
る
。
積
極
的
に

や
っ
て
い
た
だ
い
て
、
大

変
あ
り
が
た
い
と
の
声
は

何
十
と
聞
い
て
い
る
。
実

を
結
ん
で
い
る
か
ど
う
か
、

い
ろ
い
ろ
意
見
が
あ
る
こ

と
は
聞
い
て
い
る
。

問
火
葬
場
建
設
で
は
、
73

か
所
の
候
補
地
か
ら
選
定

が
始
ま
る
。
火
葬
場
は
１

か
所
で
い
い
の
で
、
残
り

の
候
補
地
の
中
か
ら
ご
み

処
理
場
の
場
所
を
、
検
討

委
員
会
を
設
け
て
選
定
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

答
ご
意
見
と
し
て
お
伺
い

さ
せ
て
頂
く
。

  　

６
月
13
日
の
一
般
質
問

に
お
い
て
、
市
長
の
不
規

則
発
言
（
用
語
解
説
Ｐ
18

参
照
）

を
議
会
運
営
上
の
問
題
と

捉
え
、
６
月
18
日
に
議
会

運
営
委
員
会
を
開
催
し
、

市
長
へ
の
対
応
を
協
議
し

ま
し
た
。

 

□
市
長
の
不
規
則
発
言
は
、

今
回
に
限
っ
た
も
の
で

な
く
、
常
習
的
に
行
う

傾
向
が
あ
り
危
惧
し
て

い
る
。

□
反
問
は
さ
れ
る
が
、
反

問
権
（
用
語
解
説
Ｐ
19

参
照
）
と
い
っ
た
位
置

づ
け
で
さ
れ
る
わ
け
で

な
く
、
議
会
の
議
論
と

し
て
品
位
に
欠
け
る
も

の
で
あ
る
。

□
市
民
か
ら
も
市
長
の
対

応
を
問
題
視
す
る
意
見

が
あ
る
。
議
会
と
し
て
、

市
長
へ
対
応
す
る
場
合

は
、
市
民
に
も
わ
か
る

よ
う
な
対
応
と
す
べ
き
。

□
市
長
に
反
問
権
が
付
与

さ
れ
た
背
景
を
も
う
一

度
確
認
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

 　

議
長
か
ら
市
長
に
対
し
、

不
規
則
発
言
等
に
対
し
申

し
入
れ
す
る
こ
と
に
決
定
。

　

市
民
に
対
し
て
は
、
ぎ

か
い
だ
よ
り
も
含
め
不
規

則
発
言
等
の
対
応
結
果
を

公
表
す
る
こ
と
を
決
定
。

■
６
月
21
日
、
議
長
よ
り

市
長
に
対
し
、
文
書
で

申
し
入
れ
を
行
い
ま
し

た
。

高
山
市
議
会
基
本
条
例
第

８
条
第
３
項
に
お
い
て
、

反
問
権
の
付
与
を
定
め
て

い
ま
す
。

◎
反
問
権
の
取
り
扱
い

・
反
問
権
を
与
え
る
者
は
、

「
市
長
等
」
と
す
る
。

・
議
長
又
は
委
員
長
の
許

可
、
裁
量
で
運
営
を
管
理

す
る
。

・
議
論
を
充
実
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い

政
策
を
実
現
す
る
た
め
、

議
員
が
政
策
提
言
や
、
政

策
条
例
案
を
提
出
し
た
場

合
、
議
員
の
質
疑
及
び
質

問
の
論
点
等
を
確
認
す
る

場
合
に
は
、
市
長
等
が
議

員
へ
の
反
問
と
し
て
質
疑

や
質
問
を
行
う
。

◎
反
問
権
の
狙
い

　

市
長
等
が
議
員
の
質
問

の
論
点
や
真
意
を
確
か
め

る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
的

確
か
つ
明
確
な
答
弁
を
さ

せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

た
め
、
議
会
と
市
長
等
の

両
者
が
事
案
に
対
す
る
理

解
が
深
ま
り
、
議
論
の
活

性
化
が
期
待
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

　

ま
た
、
政
策
提
案
に
対

す
る
議
員
の
十
分
な
事
前

調
査
が
必
要
と
な
り
、
議

員
活
動
の
向
上
に
も
寄
与

す
る
こ
と
も
効
果
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。
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平成３０年６月２１日

高山市長 國島 芳明 様

高山市議会議長 溝端 甚一郎

本会議における市長の不規則発言等について

高山市議会は平成２３年５月から議会基本条例を施行し「広大な市域に

おけるまちづくりの責任ある意思決定機関として、市民の負託に応えるべ

く、議員相互の議論を深めて合意形成を図り、わかりやすく開かれた議会

を目指す」こととして、これまで取り組みを重ねてきたところであります。

今定例会一般質問における市長の不規則発言等に対し、６月１８日開催

の議会運営委員会において下記のとおり決定したので申し入れします。

記

１．言論の府である議会は、その権威の維持と格式高い議論により市民本

位の政策を 目指していることを踏まえ、議場の秩序を乱すことのな

いよう、答弁する場合は議長の許可を得て登壇し、節度を保ち的確か

つ明確な答弁をされたい。

２．議員の質問に反問する場合は、「反問権に関する申し合わせ事項」に

従い、議会との理解を深めること及び議論の活性化を目的として、議

長の許可を得て予め反問する意思を明らかにして発言されたい。

6月定例会の報告　一般質問

事
業
承
継
の
支
援
を

海
外
出
張
の
状
況
は

新
ご
み
処
理
施
設
は

市
長
の
不
規
則
発
言

議
会
運
営
員
会
の
対
応

議
会
の
対
応

議
会
運
営
委
員
会
で
の

意
見 市

長
に
申
し
入
れ


